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四日市市規則第３３号 

   四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則  

（趣旨） 

第１条 この規則は、四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭

和３１年四日市市条例第２２号。以下「条例」という。）の規定に基づき、費用弁

償に関して必要な事項を定めるものとする。 

（条例第５条第２項に規定する規則で定める１キロメートル当たりの単価） 

第２条 条例第５条第２項に規定する規則で定める１キロメートル当たりの単価は、

３７円とする。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

（総務部人事課） 

 


